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令和６年度 東京都予算要望 ビルメンテナンス業関係施策  

―東京都所有の建築物の維持管理に関する要望―  

 

令和５年９月６日  

東京ビルメンテナンス政治連盟  

 

 今次のコロナ禍を受け、ビルメンテナンス業の従事者は、社会の維

持に不可欠な「エッセンシャルワーカー」として公に認知されました。

令和５年５月に感染症法上の位置づけは５類へと移行されましたが、

依然として衛生に関する意識は社会に根付いています。 

 一方、エネルギー価格や物価の高騰、短時間労働者への社会保険適

用の拡大などに加え、慢性的な人手不足など、業界を取り巻く環境に

は非常に厳しいものがあります。  

 この間、令和４年 11 月 30 日に総務省自治行政局行政課長から    

各都道府県や区市町村等の契約担当に対し、「最低賃金の引上げ、   

エネルギー価格・物価高騰等に伴うビルメンテナンス業務に関する  

契約に係る契約金額の変更について」という通知が発出されています。 

また、令和５年４月 28 日には厚生労働省大臣官房生活衛生・食品  

安全審議官から各都道府県知事に対し、「ビルメンテナンス業務に係る

発注関係事務の運用に関するガイドラインの改正について」という通

知が発出されています。 

各通知を踏まえ、ビルメンテナンス業務に関する契約の適正化と  

必要に応じた契約金額の変更について取り組んでいただくよう要望い

たします。 

 ビルメンテナンス業は、建築物における衛生的で安全な環境の維持

発展に取り組む中で、省エネルギー・温暖化ガスの排出削減、高齢者・

女性・障害者の雇用促進などにも大きく貢献しております。業界の   

健全な発展と担い手の育成確保のため、令和６年度東京都予算におき

まして、下記事項の実現に特段のご配慮をいただきますよう、業界を

代表してお願い申し上げます。  

 

記 

１ 十分な予算の措置及び契約期間途中での契約金額変更等について  

品確法が示すように、良好な品質の確保、適切な施設管理は、施

設・設備のライフサイクルコストの削減に大きく寄与することが見

込まれるため、引き続き以下の事項について要望します。  
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（１）前文に記載のとおり、庁舎、公共施設等の管理に係るビルメン

テナンス業務に関する契約の履行確保を図る観点から、適切な予

算計上を行うとともに、最低賃金の年度途中の引上げ等も見込ん

だ適正な予定価格を設定していただきたい。  

（２）複数年契約案件において建築保全業務労務単価などが変更され

た際、東京都においては旧労務単価から新労務単価に改定するた

めの契約変更を認めていただけないケースが一部にある旨側聞し

ております。関係省庁による累次の通知等に従い、適切にご対応

いただきたい。 

（３）万一、業務委託入札に最低制限価格制度を導入する場合には、

予め東京ビルメンテナンス協会と十分に協議するとともに、技術

力・経営力による競争を損ねる弊害が生じないよう、十分な配慮を

お願いしたい。特に、労働集約型業務であるビルメンテナンス業務

の人件費割合は８５％程度と言われており、深刻な人手不足の中、

安定した業務の品質を確保できるよう、最低制限価格は予定価格

の８５％以上で設定していただきたい。   

 

２ 総合評価制度の拡充について  

  総合評価方式の制度改革において、これまでも品質重視のために

改革いただいておりますが、令和５年２月 24 日付で環境配慮契約法

基本方針の閣議決定もなされています。引き続き以下の事項につい

て要望します。 

（１）総合評価方式適用案件は徐々に増加しておりますが、依然とし

て都の入札案件における割合は低く、価格競争が中心になってお

ります。結果として、低価格入札も招いておりますので、一定金

額以上の案件については総合評価方式かつ複数年契約とするよう

検討の上、各局にもご指導いただきたい。  

（２）ゼロ都債の活用拡大による、入札時期の前倒しについて令和   

６年度契約からの本格導入について準備していただいております

が、引き続き総合評価案件については、十分な引継ぎ期間を確保

し、年度当初から質の高い業務が履行できるよう、入札時期を   

設定していただきたい。  

（３）前述の２月 24 日付閣議決定に「建築物の維持管理に係る契約に

当たっては、エコチューニング等を活用し、エネルギー消費量等の

データ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者

に求めるものとする」とあります。政策的評価項目については、  
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エコチューニング認定事業者であることや、エネルギーマネジメ

ントシステム（ISO50001）、インスペクター等の資格者の保有状況、

セキュリティーに関する認定（ISO27001）、東京ビルメンテナンス

協会加盟の有無等についても加点要素としていただきたい。  

（４）総合評価方式の適用案件については、清掃業務、警備･受付業務

に加えて、設備管理についても価格点上限を設定していただきたい。 

（５）総合評価方式に中小業者が参入する方式として「事業協同組合」

の活用を考えておられますが、個別発注案件に対応するために事

業協同組合を設立するのは期間や経費等の観点から、現実的でな

いと思われます。中でも、一定規模以上の総合管理案件においては、

異なった業態の業者の協同が有効であることから、ＪＶでの入札

参加についてご検討いただきたい。  

 

３ 契約内容の履行確保と入札参加資格の審査について  

委託業務の品質確保を図るため、十分な専門知識・経験のない   

業者が受託して建物・設備の機能を損なうことのないよう、また、  

公正な競争を確保するため、入札参加資格の厳格な審査及び履行  

状況の評価に関し、以下のとおり要望します。  

(１)入札参加申請の際の等級（Ａ、Ｂ、Ｃ）に関し、不正な申請を    

防ぐため、公共工事の経営事項審査に準じ、決算報告書と共に   

確定申告書の写しを添付させ、契約実績についても特に清掃・   

設備・警備に関して売上の半分以上の契約書の写しを添付させる

よう要望します。申請時には困難な場合、落札者に対して事後審

査していただきたい。  

（２）業者指名の段階では、適切な履行能力の有無を審査するととも

に、十分な積算能力がない業者の参加を防いでいただきたい。  

（３）入札参加の際には、入札金額の根拠となる積算資料（直接人件

費、法定福利費、直接物品費、業務管理費、一般管理費等の内訳）

の提出を求めていただきたい。  

（４）業者指名段階あるいは落札後に、各入札参加資格に適合してい

ることを証明する書類、特に納税証明書、従事者の社会保険・雇

用保険適用状況に関する資料の提出を求めるなど、個々の従事者

の保険加入や最低賃金の遵守等を促がす取組みを進めていただき

たい。 

（５）総合評価案件以外でも、事業者の技術力、経営力等について   

適切に審査・評価できる体制整備を望みます。適切な追加調査を  



4 

 

実施し、履行確保のために積算内訳書、業務履行提案書や誓約書

の提示を求めるなど、確実に履行させる取組みを進めていただき

たい。 

（６）業務委託の品質の向上を図るため、評価結果の一般への公表に

ついて引き続き検討していただきたい。また、令和元年 12 月に東

京都が公表した「準備契約案件における落札後辞退に関する注意

事項」については、引き続き徹底をお願いしたい。  

 

４ 障害者雇用の促進について  

東京ビルメンテナンス協会は、都立知的障害特別支援学校生徒等

を対象にした自立支援事業、卒業生のビルクリーニング業への就労

支援にも取り組んでいます。障害者雇用を促進する入札・契約制度

をより実践的なものとするため、以下の事項について関係各局を  

適切にご指導いただくよう要望します  

（１）障害者雇用促進モデル入札案件について鋭意ご検討・ご指導   

いただいていますが、当該案件の内容は、障害者の勤務日数や勤

務時間が少ない案件が依然として大宗を占め、実際には障害者雇

用のモデルにはなりえないものです。障害者の常用雇用につなが

る契約を増やすとともに、危険な作業を伴う契約は除外するなど、

真に障害者雇用の拡大につながる内容の入札を実施していただき

たい。 

（２）各事業者の障害者雇用率については常に変化しております。一

時点で捉えるのではなく、年間平均で算出していただきたい。 

（３）入札参加資格定期受付に当たり、障害者雇用率についての段階

的加点は導入いただきましたが、法定雇用率が2024年4月以降、

段階的に引き上げられる中、上限が５点のままであるため、配点

の比重の拡大を図っていただきたい。  

（４）入札参加資格定期受付の際の審査事項における加点対象、総合

評価制度における政策評価項目以外でも、障害者雇用率が加点要

素となる仕組みづくりを検討いただきたい。  

 

 

以 上  


